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身
体
等
に
障
が
い
の
あ
る
方
の
た

め
に
軽
自
動
車
等
を
使
用
す
る
場
合
、

申
請
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
が
減
免

さ
れ
ま
す
。
５
月
24
日
（
水
）
ま
で
に

役
場
税
務
会
計
課
、
大
戸
瀬
支
所
ま
た

は
岩
崎
支
所
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◆◆
対対
象象
とと
なな
るる
障障
がが
いい
のの
等等
級級  

〇
身
体
障
が
い
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手

帳
・
・
・
障
が
い
名
に
よ
っ
て
対
象
と
な

る
等
級
が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

〇
療
育
（
愛
護
）
手
帳
「
A
」
又
は
精
神

障
が
い
者
保
健
福
祉
手
帳
の
等
級
「
１

級
」
の
方
。 

◆◆
申申
請請
にに
必必
要要
なな
もも
のの  

〇
身
体
障
が
い
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手

帳
、
療
育
（
愛
護
）
手
帳
又
は
精
神
障

が
い
保
健
福
祉
手
帳 

〇
運
転
す
る
方
の
運
転
免
許
証 

〇
軽
自
動
車
納
税
通
知
書 

〇
認
印 

※
生
計
を
一
に
す
る
方
、
ま
た
は
常
時
介
護
者

が
専
ら
障
が
い
の
あ
る
方
の
た
め
に
軽
自
動

車
等
を
使
用
す
る
場
合
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
申
請
は
障
が
い
の
あ
る
方
１
人
に

つ
き
１
台
で
す
。
自
動
車
税
（
県
税
）

の
減
免
申
請
を
す
る
か
た
は
該
当
と

な
り
ま
せ
ん
。 

※
車
い
す
昇
降
装
置
な
ど
を
装
着
し

た
特
別
の
仕
様
の
軽
自
動
車
で
、
専
ら

障
が
い
の
あ
る
方
の
た
め
に
使
用
す

る
場
合
も
対
象
と
な
り
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

 

税
務
会
計
課 

税
務
係 

℡ 

74-

２
１
１
４ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

町
民
の
能
力
向
上
の
推
進
及
び
就

業
環
境
の
改
善
に
よ
る
地
元
定
着
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
、
仕
事
や
就
職
に

役
立
つ
資
格
ま
た
は
免
許
等
の
取
得

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。 

◆◆
補補
助助
率率
及及
びび
補補
助助
限限
度度
額額  

・
資
格
取
得
に
要
し
た
経
費
（
講
習
会

等
の
受
講
料
、
受
験
料
、
登
録
料
等
）

の
支
出
額
の
合
計
額
の
２
分
の
１
相

当
額
（
１
，
０
０
０
円
未
満
端
数
切
捨

て
） 

・
上
限
10
万
円 

※
本
補
助
金
を
受
領
済
の
方
は
、
10
万

円
か
ら
交
付
確
定
額
を
除
い
た
額 

◆◆
対対
象象
資資
格格
等等  

仕
事
や
就
職
に
役
立
つ
資
格
や
免

許
。
た
だ
し
、
普
通
自
動
車
免
許
、
大

型
自
動
車
免
許
、
普
通
自
動
二
輪
免

許
、
大
型
自
動
二
輪
免
許
及
び
原
動
機

付
き
自
転
車
免
許
を
除
く
。 

※
該
当
資
格
等
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

◆◆
補補
助助
対対
象象
者者  

他
の
類
似
の
補
助
金
等
（
教
育
訓
練

給
付
金
等
を
除
く
）
の
交
付
を
受
け
て

い
な
い
深
浦
町
内
に
住
所
を
有
す
る

65
歳
未
満
の
方 

※
公
務
員
は
除
く 

◆◆
補補
助助
金金
申申
請請
時時
期期  

 

当
該
資
格
取
得
年
度
の
末
日
ま
で 

詳
し
く
は
、
問
合
せ
い
た
だ
く
か
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

□
問
合
せ
先 

総
合
戦
略
課 

地
域
政
策
係 

℡ 

74-

２
１
２
２ 

 

軽軽
自自
動動
車車
税税
のの  

減減
免免
申申
請請
はは  

５５
月月
2244
日日
まま
でで  

町町
民民
のの
資資
格格
取取
得得
をを  

支支
援援
しし
まま
すす  



 
 
  

◆◆
必必
要要
書書
類類  

・
深
浦
町
高
等
学
校
等
通
学
支
援
金
交

付
申
請
書 

・
在
学
証
明
書
（
必
須
） 

・
住
民
票
の
写
し
（
申
請
書
の
同
意
欄

に
氏
名
等
を
記
載
す
れ
ば
省
略
可
） 

・
保
護
者
名
義
の
預
金
通
帳
の
写
し

（
口
座
番
号
と
口
座
名
義
が
確
認
で

き
る
も
の
） 

◆◆
申申
請請
期期
限限  

 

５
月
２
日
（
金
）
ま
で 

◆◆
交交
付付
時時
期期  

 
７
月
末
頃
に
交
付
予
定 

□
問
合
せ
先 

 

教
育
委
員
会
教
育
課 

 

℡ 

74-
４
４
１
９ 
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町
内
の
中
学
校
を
卒
業
後
、
高
等
学

校
等
に
在
学
し
て
い
る
生
徒
の
保
護

者
に
、
通
学
費
及
び
そ
の
他
就
学
に
伴

う
経
費
の
一
部
を
支
援
し
ま
す
。 

◆◆
対対
象象
者者  

 

町
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
方
で
、

高
等
学
校
等
に
在
学
し
て
い
る
満
20

歳
以
下
の
高
校
生
の
保
護
者 

※
公
立
及
び
私
立
の
高
等
学
校
、
特
別

支
援
学
校
高
等
部
、
高
等
専
門
学
校
第

３
学
年
ま
で 

◆◆
支支
援援
額額  

 

対
象
と
な
る
高
校
生
１
名
に
つ
き

年
額
３
０
，
０
０
０
円 

◆◆
申申
請請
方方
法法  

 

本
事
業
の
対
象
者
と
思
わ
れ
る
皆

様
に
は
、
５
月
上
旬
ま
で
に
申
請
書
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
申
請
期
限
ま
で
に

町
教
育
委
員
会
教
育
課
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。 

 

ま
た
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
で

申
請
書
が
届
い
て
い
な
い
方
は
、
町
教

育
委
員
会
教
育
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。 

    

火
入
れ
を
必
要
と
す
る
時
は
許
可
を

受
け
、山
火
事
防
止
の
万
全
の
対
策
を
立

て
て
行
っ
て
下
さ
い
。 

◆
火
入
れ
の
許
可
は
、
火
入
れ
を
開
始 

し
よ
う
と
す
る
10
日
前
ま
で
に
、
町
（
農

林
水
産
課
）へ
申
請
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。 

◆
火
入
れ
は
、
次
の
（
１
）
～
（
４
）

の
す
べ
て
に
該
当
し
な
け
れ
ば
許
可

さ
れ
ま
せ
ん
。 

（
１
）
火
入
れ
の
目
的
が
次
の
①
～
⑤

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

①
造
林
の
た
め
の
地
ご
し
ら
え 

②
採
草
地
の
改
良 

③
害
虫
の
駆
除 

④
開
墾
準
備 

⑤
焼
畑 

※
許
可
対
象
面
積
は
、
原
則
と
し
て
２

へ
ク
タ
ー
ル
以
下
。 

（
２
）
火
入
れ
地
の
周
囲
へ
の
延
焼
の

お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

（
３
）
防
火
体
制
が
、
次
の
①
～
③
の

す
べ
て
に
該
当
す
る
こ
と
。 

①
火
入
れ
作
業
に
従
事
す
る
人
が
、
１

へ
ク
タ
ー
ル
当
た
り
15
人
以
上
、
２
へ

ク
タ
ー
ル
当
た
り
20
人
以
上
い
る
こ

と
。 

②
火
入
れ
地
の
周
囲
に
、
幅
７
メ
ー
ト

ル
以
上
（
平
た
ん
地
の
場
合
）
の
防
火

帯
が
設
置
・
計
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

③
消
火
に
必
要
な
器
具
な
ど
が
準
備

で
き
て
い
る
こ
と
。 

（
４
）
火
入
れ
期
間
に
お
け
る
気
象
状

況
な
ど
か
ら
み
て
、
周
囲
に
延
焼
の
お

そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

※
許
可
を
得
な
い
で
「
火
入
れ
」
を
す

る
と
、
森
林
法
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
ま

す
。 農

業
、
林
業
又
は
漁
業
を
営
む
た
め

に
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
、
生
活

環
境
保
全
上
著
し
い
支
障
を
及
ば
さ

な
い
範
囲
で
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼

却
（
例
：
稲
わ
ら
、
あ
ぜ
草
の
焼
却
等
）

で
あ
っ
て
も
、
森
林
の
周
囲
１
km
以
内

に
お
い
て
幅
広
く
焼
却
（
寄
せ
焼
き
、

筋
焼
き
）
す
る
な
ど
、
面
的
な
広
が
り

を
も
っ
て
焼
却
を
行
う
場
合
は
火
入

れ
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

□
問
合
せ
先
・
申
請
先 

農
林
水
産
課 

林
業
振
興
係 

℡
74-

４
４
１
１ 

火火
入入
れれ
はは
許許
可可
がが  必必

要要
でで
すす  

令令
和和
５５
年年
度度
深深
浦浦
町町  

高高
等等
学学
校校
等等
通通
学学  

支支
援援
金金
交交
付付
事事
業業  



   
広報ふかうら（お知らせ版）③ 

 
     

青
森
県
で
は
、
４
月
か
ら
６
月
10
日

ま
で
、
山
火
事
防
止
運
動
強
調
期
間
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

 

森
林
は
木
材
生
産
の
ほ
か
水
資
源

の
か
ん
養
、
国
土
保
全
な
ど
各
種
の
公

益
的
機
能
を
も
ち
、
私
た
ち
の
生
活
に

い
ろ
い
ろ
な
恩
恵
を
与
え
て
く
れ
る

緑
の
宝
で
す
。 

こ
れ
か
ら
山
菜
取
り
な
ど
森
林
を

利
用
す
る
機
会
が
多
く
な
り
ま
す
が
、

春
の
野
山
は
乾
燥
し
て
お
り
、
山
火
事

が
発
生
し
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

大
切
な
森
林
を
山
火
事
か
ら
守
る

た
め
に
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。 

①
枯
れ
た
草
な
ど
火
災
が
起
こ
り
や

す
い
場
所
で
は
た
き
火
を
し
な
い
。 

②
農
作
業
時
な
ど
火
の
取
扱
い
に
は 

十
分
注
意
し
、
強
風
時
や
乾
燥
注
意
報 

が
出
て
い
る
時
は
、
火
入
れ
な
ど
は
絶 

対
し
な
い
。 

③
た
き
火
な
ど
を
す
る
と
き
は
、
周
囲

に
も
知
ら
せ
、
一
人
で
行
わ
な
い
。
ま

た
完
全
に
消
火
す
る
ま
で
は
そ
の
場

か
ら
離
れ
な
い
。 

④
タ
バ
コ
は
必
ず
消
し
、
絶
対
投
げ
捨

て
な
い
。 

⑤
火
遊
び
は
し
な
い
。 

山
火
事
の
原
因
は
、
た
き
火
や
た
ば
こ

の
不
始
末
な
ど
が
多
い
こ
と
か
ら
、
火

の
取
扱
い
に
は
十
分
に
注
意
し
、
多
く

の
動
植
物
が
育
ま
れ
て
い
る
大
切
な

森
林
を
み
ん
な
で
守
り
ま
し
ょ
う
。 

□
問
合
せ
先 

農
林
水
産
課 

林
業
振
興
係 

℡
74-

４
４
１
１ 

   

 

西
北
地
区
特
別
支
援
連
携
協
議
会

で
は
、
相
談
支
援
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

「
ね
っ
と
！
ひ
ま
わ
り
」
を
設
置
し

て
、
遊
び
や
学
び
、
発
達
な
ど
、
子
育

て
に
関
す
る
相
談
や
支
援
を
行
っ
て

い
ま
す
。 

◆◆
開開
設設
場場
所所  

深
浦
町
保
健
セ
ン
タ
ー
（
深
浦
町
大

字
広
戸
字
家
野
上
１
０
４-

１
） 

◆◆
開開
設設
場場
所所  

６
月
７
日
（
水
） 

８
月
９
日
（
水
） 

10
月
４
日
（
水
） 

12
月
６
日
（
水
） 

対
象
者
は
、
乳
児
か
ら
高
校
生
ま
で

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
ご
家
族
や
担
任

の
先
生
も
ど
う
ぞ
。 

相
談
は
無
料
で
す
。
事
前
予
約
制
の

た
め
、
相
談
日
の
１
週
間
前
ま
で
に
電

話
ま
た
は
メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
下

さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

西
北
地
区
特
別
支
援
連
携
協
議
会

「
ね
っ
と
！
ひ
ま
わ
り
」
事
務
局 

青
森
県
立
森
田
養
護
学
校 

℡
０
１
７
３-

26-

２
６
１
０ 

ﾒｰﾙh
i
m
a
w
a
r
i-
mr
t
.
s
h
@
a
sn
.e
d
.
j
p 

 

 

 

    

結
核
の
発
症
は
高
齢
者
に
多
く
、
特
に

80
歳
以
上
の
方
は
結
核
を
発
症
す
る
危

険
性
が
他
の
年
齢
よ
り
約
５
倍
高
く
な
り

ま
す
。 

 

そ
の
た
め
、
65
歳
以
上
の
方
は
、
年
１

回
、
結
核
検
診
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
。 

 

６
月
～
７
月
の
集
団
健(

検)

診
で
実
施

す
る
肺
が
ん
検
診
は
、
結
核
検
診
を
兼
ね

て
お
り
、
結
核
の
早
期
発
見
が
で
き
ま
す
。

 

 

ぜ
ひ
、
肺
が
ん
検
診
（
結
核
検
診
）
を

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

集
団
健(

検)

診
の
日
程
等
は
、「
令
和
５

年
度 

集
団
健(

検)

診
の
お
知
ら
せ
」
や
集

団
健(

検)

診
の
受
診
票
に
同
封
し
て
い
る

「
特
定
健
診
・
が
ん
検
診
の
案
内
」
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。 

 

受
診
を
希
望
さ
れ
る
方
で
、
肺
が
ん
検

診
の
受
診
に
必
要
な
受
診
票
が
送
付
さ
れ

て
い
な
い
方
は
、
健
康
推
進
課
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

健
康
推
進
課 

 

℡
82-

０
２
８
８ 

山山
火火
事事
にに  注注

意意
しし
まま
しし
ょょ
うう  

「「
ねね
っっ
とと
！！
ひひ
まま
わわ
りり
」」  

設設
置置
にに
つつ
いい
てて  

6655
歳歳
以以
上上
のの
方方
へへ  

「「
結結
核核
検検
診診
」」
をを
受受
けけ
まま
しし
ょょ
うう  



 

 

 

下下記記のの日日程程でで、、特特定定健健診診・・ががんん検検診診（（胃胃・・肺肺・・大大腸腸））をを実実施施ししまますす。。  

    生生活活習習慣慣病病のの予予防防、、ががんんのの早早期期発発見見・・早早期期治治療療ののたためめにに受受診診ししままししょょうう！！  

 

○今年度４０歳になる方から対象になります。 

○今年度４０歳～８４歳になる方に、受診票を郵送します。 

○今年度８５歳以上の方や最近転入された今年度４０歳以上の方で、受診を希望される場

合は、健康推進課へご連絡ください。受診票を郵送します。 

○新型コロナウイルス感染症対策のため、以下に該当する方は、受診を取りやめるか延期

してください。 

 ・発熱、せきなどのかぜ症状や体調不良がある方 

 ・新型コロナウイルスに感染した後、療養期間解除基準を満たしていない方 

 ・新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者と認定された方 

○集団健(検)診の詳細は、受診票に同封している「特定健診・がん検診の案内」をご覧く

ださい。 

 

■日日  程程 

○新型コロナウイルス感染症の基本的感染予防対策により、受診者の集中を避けるため、

実施日と受付時間に対象地区を指定しています（送迎バス利用者は除く）。指定の日時

に受診できない方は、各実施日の受付時間９:００～９:３０にお越しください。 

○送迎バスの運行時間は、受診票に同封している「特定健診・がん検診の案内」に掲載の

バス運行表でご確認ください。 

 

○○岩岩崎崎会会場場  ふふれれああいいとと創創造造のの館館      
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令令和和５５年年度度  集集団団健健((検検))診診ののおお知知ららせせ  



○○深深浦浦会会場場  フフィィッットトネネススププララザザ「「ゆゆととりり」」  

 

  

○○大大戸戸瀬瀬会会場場  深深浦浦町町農農村村環環境境改改善善セセンンタターー  

 

次ページにつづく 
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■受診の手続き等 

 
国民健康保険加入者、後期高齢者医療加入者、生活保護受給者と社保等加入者では手続きが 

異なりますので、下記のフロー図を参考に受診してください。 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    □□問問合合せせ先先    健康推進課  ＴＥＬ ８２－０２８８ 
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・４０歳～７４歳の 

国民健康保険加入者 

・８４歳までの 

後期高齢者医療加入者 

・４０歳～８４歳の 

生活保護受給者 

・８５歳以上の 

後期高齢者医療加入者 

・８５歳以上の 

 生活保護受給者 

健康推進課へ 

受診申し込み 

☎８２－０２８８ 

受診票郵送 

特定健診・がん検診ともに受診可 (無料) 

※社保等加入者 

被扶養者 加入者本人 

特定健診 

受診券あり 

特定健診 

受診券なし 

がん検診のみ 

受診可(無料) 
特定健診・がん検診 

ともに受診可(特定健

診は、ご加入の保険者

や検査内容によって

は自己負担がありま

す。がん検診は無料。) 

県総合健診センターへ 

集団健診受診を予約。 
☎０１７-７４１-２３３６ 

※社保等とは深浦町国保、後期高齢者医療以外の保険 
（協会けんぽ（旧政府管掌）、健康保険組合、共済組合、国保組合など） 
※社会保険等の被被扶扶養養者者のの方方は、医療保険者から発行される特定健康診査受診券が

ないと、町で行う特定健診と一緒に受診出来ません。受診券がお手元に届いてい

ない方など、ご不明な点は各医療保険証の発行元へお問い合わせください。 



 

 

 

行政連絡員の皆さんには、地域と行政を結ぶ「橋渡し役」として、広報紙の配布や担当

地区の行政事務連絡及び周知など、様々な業務をお願いしています。 

令和５年度からの２年間は次の方々となりますので、行政に関する相談等お気軽にご相

談ください。 

 

 

 

□□問問合合せせ先先    総務課 消防防災係 ＴＥＬ ７４－２１１２ 

 

地　区　名 氏　　名 住　　　　　　所
舮 作 西　崎　哲　彦 大字舮作字下清滝４４
横 磯 熊　谷　　　孝 大字深浦字岡崎大間３９－５
3 区 堀　内　不二男 大字深浦字蓙野２２８－９４
4 区 中　林　　　清 大字深浦字岡町１８７
5 区 葛　西　　　清 大字深浦字浜町３４９－９
6 区 佐　藤　文　雄 大字深浦字中沢２－１８
7 区 兵　藤　孝　司 大字深浦字浜町１７５－1
崎 の 町 平　沢　康　郎 大字深浦字岡崎３７－７
川 原 町 山　谷　淳　治 大字深浦字元深浦１６５－９
12 区 永　澤　　　量 大字深浦字苗代沢８３－１７
長 慶 平 細　川　幸　一 大字上長慶平字旭ケ丘３６
東 野 工　藤　幹　雄 大字広戸字母沢家岸１１５
広 戸 工　藤　正　和 大字広戸字家野上１０１－２６
相 野 山 福　沢　昭　義 大字追良瀬字相野山１５５－２
塩 見 崎 石　沢　英　光 大字追良瀬字塩見崎５８－１
松 原 田　中　文　雄 大字追良瀬字初瀬山上川原３７-７
驫 木 吉　田　　　隆 大字驫木字亀ヶ崎１５６－５
風 合 瀬 三　浦　　　佐 大字風合瀬字中砂子川９２
晴 山 山　下　鉄　美 大字風合瀬字大磯９３
田 野 沢 兼　平　清　美 大字田野沢字汐干浜２７－９
北金ヶ沢 1区 古　川　一　吉 大字北金ヶ沢字塩見形２３７
北金ヶ沢 2区 木　村　隆　司 大字北金ヶ沢字塩見形３７－３
北金ヶ沢 3区 岩　谷　泰　之 大字関字栃沢９４－２

関 小　島　幸　治 大字関字栃沢５８７－１
柳 田 藤　田　修　司 大字柳田字宮崎８４－３３
岩 坂 岩　谷　清　美 大字岩坂字長谷野１７－７
沢 辺 岩　森　政　志 大字沢辺字山科１０７-８
岩 崎 下 堀　内　慶　治 大字岩崎字玉坂３３３
岩 崎 中 堀　内　英　之 大字岩崎字脇ノ沢３
岩 崎 上 西　巻　　　修 大字岩崎字平館７－８
正 久 堀　内　　　満 大字正道尻字小礒１０９－６
森 山 山　本　光　治 大字森山字松浦７１－２
松 神 松　井　雅　博 大字松神字中浜松１００番地１
黒 崎 加　藤　良　春 大字黒崎字宮崎９－２
大 間 越 菊　池　秀　隆 大字大間越字宮崎浜１４－２
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行行政政連連絡絡員員ののごご紹紹介介  



        

 

 

 

 

 犬の所有者は、狂犬病予防法により、犬の居住地での登録（生涯１回）及び年１回の狂

犬病予防注射を行わなければなりません。 

 町では、下記の日程で狂犬病予防注射を実施します。まだ登録されてない犬も、当日登

録いただければ注射を受けることができます。 

ただし、動物病院で注射する方は除きます。  

  

■■登登    録録  

 飼い主の方は、犬を飼い始めた日（生後９０日以内の犬を取得した場合は、生後９０日

を経過した日）から３０日以内に犬の登録を申請し、交付される鑑札を犬に着けてくださ

い。 

  

■■予予防防注注射射  

 飼い主の方は、狂犬病予防注射を毎年１回その犬に受けさせ、交付される注射済票を着

けてください。 

※すでに犬を登録済みの方には、「注射実施のお知らせ」のハハガガキキが届きますので、注射実

施の際は必必ずず持持参参してください。  

  

■■料料    金金    

（１）登登録録料料金金    ３３，，００００００円円（当日、登録される方のみ） 

（２）注注射射料料金金    ３３，，３３００００円円 

      支払いの際は、なるべくお釣りがないようにご協力をお願いします。 

  

  

■■次次のの場場合合はは、、町町民民課課へへ届届出出くくだだささいい。。  

・動物病院で狂犬病予防注射を受けたとき。 

・飼い犬が死亡したとき。 

・犬の飼い主の氏名及び住所が変わったとき。 
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狂狂犬犬病病のの集集合合注注射射をを実実施施ししまますす  

室内で飼っている 

犬も、登録・予防 

注射は必要 

ですよ 
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■■日日程程・・場場所所・・時時間間・・担担当当獣獣医医師師  

 

                  ５ 月 ８ 日 （月）  担当獣医師：工藤 明宏 

午 前 午 後 

地地    区区  実実    施施    場場    所所  実実  施施  時時  間間  地地    区区  実実    施施    場場    所所  実実  施施  時時  間間  

大間越 地区合同事務所前 ８：５０～ ８：５５ 
崎の町 

夕陽ヶ丘公園そば駐車場 １３：１０～１３：１５ 

黒  崎 やまびこハウス前 ９：０５～ ９：１５ 生きがいプラザ春光館前 １３：２０～１３：２５ 

松  神 コミュニティセンター前 ９：２０～ ９：３０ 川原町 福祉センター前 １３：３０～１３：３５ 

森  山 集会所前 ９：４０～ ９：４５ ７  区 (旧)入平食堂駐車場前 １３：４０～１３：４５ 

正  久 多目的センター前 ９：５０～１０：００ ６  区 公民館前 １３：５０～１３：５５ 

岩崎上 岩崎支所前 １０：１０～１０：２０ 岡  町 福祉センター前 １４：０５～１４：１５ 

岩崎中 高齢者センター前 １０：２５～１０：３０ １２ 区 深浦電機工業所前 １４：２０～１４：２５ 

岩崎下 漁業振興センター前 １０：３５～１０：４０ 東  野 福祉センター前 １４：３５～１４：４０ 

沢  辺 コミュニティセンター前 １０：５０～１１：００ 長慶平 福祉センター前 １５：１０～１５：２０ 

舮  作 福祉センター前 １１：１０～１１：２０    

横  磯 
集落センター前 １１：３０～１１：３５    
粟谷商店前 １１：４０～１１：４５    

 

 

                 ５ 月 ９ 日 （火）  担当獣医師：中沢 圭 

午前 午後 

地地    区区  実実    施施    場場    所所  実実  施施  時時  間間  地地    区区  実実    施施    場場    所所  実実  施施  時時  間間  

広  戸 
町民体育館前 ８：３０～ ８：３５ 

関 
福祉センター前 １３：１０～１３：２０ 

福祉センター前 ８：４０～ ８：４５ 長谷川商店前 １３：２５～１３：３０ 

追良瀬 
河川公園前 ８：５５～ ９：０５ 

柳  田 

柳田駅前 １３：３５～１３：４５ 

福沢武一氏宅前 ９：１０～ ９：１５ 農業環境改善センター前 １３：５０～１３：５５ 

驫  木 集落センター前 ９：２５～ ９：４０ 阿部丈亮氏宅前 １４：００～１４：０５ 

風合瀬 

風合瀬漁協荷捌所前 ９：５５～１０：０５ 
岩  坂 

藤田武光氏宅前 １４：１５～１４：２５ 

（株）三浦建設駐車場前 １０：１０～１０：２０ 福祉センター前 １４：３０～１４：３５ 

（旧）風合瀬小学校前 １０：２５～１０：３０    

晴  山 福祉センター前 １０：３５～１０：４０    

田野沢 漁協田野沢事業所前 １０：５０～１０：５５    

北金ケ沢 

（旧）山崎商店前 １１：０５～１１：１０    

農村環境改善センター前 １１：１５～１１：３５    

北金ヶ沢駅前 １１：４０～１１：４５    

 

 

□問問合合せせ先先  町民課  ＴＥＬ ７４－２１１５ 

 



        

 

 

 

弘前年金事務所では、五所川原市及びつがる市において予約制による年金相談を実施し

ておりますので、ぜひご利用ください。 

  

■■予予約約申申込込方方法法  

 相談希望日の１ヶ月前からお電話または、年金相談窓口でお受けいたしておりますので、

お気軽にお問い合わせください。 

 ご予約を受付ける際には、相談者及び配偶者氏名、基礎年金番号、電話番号、相談内容

等について確認させていただきます。 

  

つつががるる市市地地区区  

  

１１  場場  所所  つがる市役所（２階相談室） 

 

２２  実実施施日日  毎月第４木曜日 

 

  令和５年 ５月２５日 木 10：00～16：00 

  令和５年 ６月２２日 木 10：00～16：00 

  令和５年 ７月２７日 木 10：00～16：00 

  令和５年 ８月２４日 木 10：00～16：00 

  令和５年 ９月２８日 木 10：00～16：00 

  令和５年 10 月２６日 木 10：00～16：00 

  令和５年 11 月２２日 水 10：00～16：00 

  令和５年 12 月２７日 水 10：30～15：30 

  令和６年 １月２５日 木 10：30～15：30 

  令和６年 ２月２２日 木 10：30～15：30 

  令和６年 ３月２８日 木 10：30～15：30 

 ※諸般の事情により１１月、１２月の曜日が変更となっております。 

 

五五所所川川原原地地区区  

  

１１  場場  所所  五所川原市役所（市役所３階会議室３Ａ） 

  

２２  実実施施日日  毎月第２木曜日 

  

  令和５年 ５月 11 日 木 10：00～16：00 

  令和５年 ６月 ８日 木 10：00～16：00 
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令令和和５５年年度度移移動動年年金金相相談談のの実実施施ににつついいてて  
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  令和５年 ７月 13 日 木 10：00～16：00 

  令和５年 ８月 10 日 木 10：00～16：00 

  令和５年 ９月 14 日 木 10：00～16：00 

  令和５年 10 月 12 日 木 10：00～16：00 

  令和５年 11 月 ９日 木 10：00～16：00 

  令和５年 12 月 14 日 木 10：30～15：30 

  令和６年 １月 11 日 木 10：30～15：30 

  令和６年 ２月 ８日 木 10：30～15：30 

  令和６年 ３月 14 日 木 10：30～15：30 

  

□□問問合合せせ先先・・予予約約申申込込電電話話番番号号  

 ＴＥＬ ０１７２－２７－１３３９ 

≪自動音声案内に従い、⑤を押してください≫ 

 ※受付時間は８：３０から１７：００までです。 

 （土・日・祝祭日、１２月２９日～１月３日を除く） 

 

  

  

  

  

  

■■開開催催期期日日   令和５年６月１５日～１１月２２日（105 日間）10 時～16 時 30 分 

 

■■開開催催場場所所   青森市はまなす会館 青森市問屋町１－１０－１０ 

       （駐車場無料） 

 

■■募募集集人人数数   ３８人 

 

■■対対    象象   雇用保険受給者（ハローワークからの受講指示を受けた方） 

 

■■受受  講講  料料   無料（テキスト代、保険料は自己負担） 

 

■■申申込込締締切切   令和５年６月２日（金） 

       （定員に満たない場合、延長することがあります。） 

 

□□問問合合せせ先先   公益財団法人介護労働安定センター青森支部 

       ＴＥＬ ０１７－７７７－４３３１ 

       https://www.kaigo-center.or.jp/shibu/aomori/ 

介介護護労労働働講講習習((実実務務者者研研修修をを含含むむ))  

受受講講者者をを募募集集ししまますす  



⽇ 曜⽇ 時間 地区 場所
8 ⽉ 13：00〜15：00 横磯 横磯集落センター
8 ⽉ 13：30〜15：30 松神 松神地区コミュニティセンター
9 ⽕ 13：00〜15：00 7区・川原町 福祉センター（元城舘）

10 ⽔ 13：00〜15：00 北⾦ヶ沢 ⽼⼈憩いの家
11 ⽊   9：30〜11：30 柳⽥ 柳⽥農業環境改善センター
11 ⽊ 13：00〜15：00 １２区 ふれあいプラザ（恵⽐寿）
11 ⽊ 13：00〜15：00 松原 松原集落センター
12 ⾦ 10：00〜12：00 沢辺 沢辺地区コミュニティセンター
15 ⽉ 10：00〜12：00 岩崎下 漁業振興センター
15 ⽉ 10：00〜12：00 晴⼭ 晴⼭福祉センター
15 ⽉ 13：00〜15：00 追良瀬 追良瀬福祉センター
16 ⽕ 13：00〜15：00 ⽥野沢 ⽥野沢福祉センター
18 ⽊ 10：00〜12：00 岩崎上 岩崎上地区コミュニティセンター
18 ⽊ 13：00〜15：00 岩坂 岩坂福祉センター
19 ⾦ 10：00〜12：00 ⻑慶平 ⻑慶平福祉センター
23 ⽕ 10：00〜12：00 正久 正久地区多⽬的センター

 

 

■法テラス鰺ヶ沢法律事務所の概要 

所在地 〒０３８－２７６１                      

鰺ヶ沢町舞戸町後家屋敷９－４ 鰺ヶ沢町総合保健福祉センター内 

時 間 ９:００～１７:００(土・日・祝日は休業） 

業 務 ◆有料・無料法律相談（★★事事前前予予約約制制★★ 無料相談は条件有り） 

※高齢者や障がいのある方など、法律事務所にお越しいただくことが困難な場合は 

出張法律相談ができる場合があります。 

◆訴訟手続代理業務や債務整理代理業務など事件の受任 

～遠藤弁護士一言メモ～ 
茶茶色色のの窓窓付付封封筒筒にに「「〇〇〇〇地地方方裁裁判判所所」」やや「「〇〇〇〇簡簡易易裁裁  

判判所所」」とと書書いいててあありり、、そそのの近近くくににはは「「特特別別送送達達」」とと物物々々  
ししいい文文字字がが並並んんででいいるる郵郵便便物物、、裁裁判判所所かかららのの手手紙紙ははああるる  
日日突突然然届届ききまますす。。受受けけ取取ららずずににいいるるとと、、そそののううちち、、受受けけ  
取取っったたとといいううここととににすするる手手続続ききをを取取らられれててししままいいまますす。。  

ここののよよううなな郵郵便便がが届届いいたたらら、、ままずずはは受受けけ取取っってて中中身身をを  
確確認認ししままししょょうう。。受受取取拒拒否否ををししててもも中中身身をを見見てていいななくくてて  
もも裁裁判判手手続続ききはは進進んんででいいききまますす。。郵郵便便物物のの中中身身はは最最近近はは  
ややりりのの詐詐欺欺のの手手紙紙かかももししれれまませせんんしし、、本本当当にに対対応応がが必必要要  
なな裁裁判判のの通通知知かかももししれれまませせんん。。中中身身をを確確認認ししたたらら、、早早めめ  
にに法法テテララススやや弁弁護護士士会会等等ににごご相相談談くくだだささいい。。  

□□問問合合せせ先先 法テラス鰺ヶ沢法律事務所  
       ＴＥＬ ０５０－３３８３－８３６９ 

  
  
  

 各地区の生きがい活動の場所をお借りして、保健師が心身の健康に関した相談を受けていま

す。（生きがい活動が中止になった場合は、健康相談も中止になりますのでご注意ください） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 □問合せ先 健康推進課 TEL８２-０２８８   

広報ふかうら（お知らせ版）⑫ 
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こちらに「鰺ヶ沢町総合保健福祉センター」の看板があります。
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鰺ヶ沢駅よりバスでお越しの場合

長平線（長平・和開開拓行き）

に乗車し５分、

総合保健福祉センター前で下車
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法法テテララスス鰺鰺ヶヶ沢沢通通信信  vvooll..8877  
遠藤弁護士 

健健康康相相談談日日程程【【５５月月分分】】  
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白神サークルは、深浦町で生活している心の病気を抱える方々が集まる会です。 

病気の再発や予防のため、同じ病気や悩みがある仲間と語り合い、レクリエーション（料理、

軽スポーツなど）を通して交流を深めています。 

 

■■活活動動日日時時      毎月 1回 第４木曜日（月によって変更する場合もあります） 

        時間は９：３０～１３：００ 

 

■活活動動場場所所   ふれあいと創造の館（岩崎地区）が主な活動場所です。 

        ※会場まで自分で来られない方はご相談ください。 

 

■対対  象象  者者     精神疾患を抱える方（参加については主治医から了解を得られた方） 

 

■会会費費ににつついいてて 会費はありません。料理を作る時などは材料費がかかります。 

 

■参参加加ににつついいてて 主治医に相談し、了解が得られましたら、健康推進課までご連絡ください。 

 

 □問合せ先 健康推進課 TEL８２-０２８８ 

 
 
 
 
 
  〇〇一一般般書書  

書書    名名  編編著著者者等等  書書    名名  編編著著者者等等  

川のほとりに立つ者は 寺地 はるな 真相をお話しします 結城 真一郎 

君のクイズ 小川 哲 
ラブカは静かに弓を持

つ 
安壇 美緒 

宙ごはん 町田 そのこ がらんどう 大谷 朝子 

月の立つ林で 青山 美智子 
母という呪縛 娘という安

獄 齋藤 彩 

方船 夕木 春央   

ご希望の本が町内施設にない場合は、青森県立図書館などから取り寄せて借りることができます。 
なお、大戸瀬支所、岩崎支所でも貸出・返却が可能です。 

 

 □問合せ先 ふかうら文学館 TEL８４-１０７０ 
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精精神神疾疾患患をを抱抱ええるる人人のの会会『『白白神神ササーーククルル』』会会員員募募集集  

ふふかかううらら文文学学館館図図書書室室  

新新着着本本ののごご案案内内  
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